
 

＊ホットラインは１月１４日（金）だけですのでご注意下さい。当日以外は前述ホームペ

ージ記載の相談員の事務所までご連絡下さい。 

２０１０年（平成２２年）１２月２７日 

各  位 

大 阪 弁 護 士 会       

会  長   金 子 武 嗣 

同 男女共同参画推進本部     

本部長代行  川 下   清 

    

 

『妊娠しました』って言ったら『いつや 

めるの？』って言われた・・ 

 
宴会の席はいつも男性弁護士の隣。二次会 

というけど飲みに誘われるのは自分だけ・・ 

     

    

    

弁護士からの性差別・セクハラで、お困りの方へ弁護士からの性差別・セクハラで、お困りの方へ弁護士からの性差別・セクハラで、お困りの方へ弁護士からの性差別・セクハラで、お困りの方へ    

性差別・セクハラ性差別・セクハラ性差別・セクハラ性差別・セクハラ相談相談相談相談ホットラインホットラインホットラインホットラインまで、ご相談下さい。まで、ご相談下さい。まで、ご相談下さい。まで、ご相談下さい。    
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弁護士が「性差別」や「セクハラ」をすることは禁止されています！！ 

大阪弁護士会では、平成２２年３月に「セクシュアル・ハラスメントの防止に関する規則」

を改正し、「性別による差別的取扱い及びセクシュアル・ハラスメント」を禁止しました。

そして、その被害にあってお困りの方のための相談窓口を作りました（詳細につきまして

は、ホームページ http://www.osakaben.or.jp/web/01_aboutus/06_madoguchi2.php、及び月刊大阪

弁護士会１０月号５２頁をご覧ください。）。 


